
北海道渡島海区　定置漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件 前回の免許番号（※）

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第１号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第２号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第２号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第３号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第３号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第４号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第４号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第５号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第５号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第６号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第６号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第７号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第７号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第８号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第８号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第９号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第９号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１０号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第１０号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１１号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第１１号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１２号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第１２号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１３号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第１３号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１４号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第１４号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１５号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第１５号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１６号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第１６号

漁場の区域
（漁場の区域を緯度経度表記とそれ以外に従前の基点等を併記した場合は、左に緯度経度、右

にそれ以外の表記を記載すること。併記していない場合は左の欄に記載すること）



長さけ・かれい・すけとうだら定
第１７号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第１７号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１８号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第１８号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１９号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第１９号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第２０号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第２０号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第２１号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第２１号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第２２号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第２２号

長さけ・かれい・すけとうだら定
第２３号

山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけと
うだら定第２３号

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第１号

八さけ・かれい・すけとうだら定
第２号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第２号

八さけ・かれい・すけとうだら定
第３号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第３号

八さけ・かれい・すけとうだら定
第４号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第４号

八さけ・かれい・すけとうだら定
第５号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第５号

八さけ・かれい・すけとうだら定
第６号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第６号

八さけ・かれい・すけとうだら定
第７号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第７号

八さけ・かれい・すけとうだら定
第８号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第８号

八さけ・かれい・すけとうだら定
第９号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第９号

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１０号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第１０号

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１１号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第１１号



八さけ・かれい・すけとうだら定
第１２号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第１２号

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１３号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第１３号

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１４号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第１４号

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１５号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第１５号

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１６号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第１６号

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１７号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第１７号

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１８号

二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけと
うだら定第１８号

森さけ・いか・すけとうだら定第
１号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとう
だら定第１号

森さけ・いか・すけとうだら定第
２号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとう
だら定第２号

森さけ・いか・すけとうだら定第
３号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとう
だら定第３号

森さけ・いか・すけとうだら定第
４号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとう
だら定第４号

森さけ・いか・すけとうだら定第
５号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとう
だら定第５号

森さけ・いか・すけとうだら定第
６号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとう
だら定第６号

森さけ・いか・すけとうだら定第
７号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとう
だら定第７号

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第１号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・す
けとうだら定第１号

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第２号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・す
けとうだら定第２号

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第３号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・す
けとうだら定第３号

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第４号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・す
けとうだら定第４号



森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第５号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・す
けとうだら定第５号

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第６号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・す
けとうだら定第６号

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第７号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・す
けとうだら定第７号

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第８号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・す
けとうだら定第８号

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第９号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・す
けとうだら定第９号

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第１０号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・す
けとうだら定第１０号

森さけ・いか・すけとうだら定第
８号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － (１)　 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとう
だら定第８号

森さけ・いか・すけとうだら定第
９号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － (１)　 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとう
だら定第９号

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第１１号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・す
けとうだら定第１３号

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第１２号

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・す
けとうだら定第１４号

鹿さけ・いか定第１号 茅部郡鹿部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

鹿さけ・いか定第１号

鹿さけ・いか定第２号 茅部郡鹿部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

鹿さけ・いか定第４号

鹿まぐろ・いか・さけ定第１号 茅部郡鹿部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

３月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） ３月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

鹿まぐろ・いか・さけ定
第１号

函さけ・いか定第１号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第２号

函さけ・いか定第２号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第３号

函さけ・いか定第３号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第４号

函さけ・いか定第４号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第６号

函さけ・いか定第５号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第８号



函さけ・いか定第６号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第９号

函さけ・いか定第７号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１０号

函さけ・いか定第８号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１１号

函さけ・いか定第９号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１２号

函さけ・いか定第１０号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１３号

函さけ・いか定第１１号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１４号

函さけ・いか定第１２号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１５号

函さけ・いか定第１３号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１６号

函さけ・いか定第１４号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１７号

函さけ・いか定第１５号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１８号

函さけ・いか定第１６号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１９号

函さけ・いか定第１７号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第２０号

函さけ・いか定第１８号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第２１号

函まぐろ・いか・さけ定第１号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第１号

函まぐろ・いか・さけ定第２号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第２号

函まぐろ・いか・さけ定第３号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第３号

函まぐろ・いか・さけ定第４号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第４号

函まぐろ・いか・さけ定第５号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第５号



函まぐろ・いか・さけ定第６号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第６号

函まぐろ・いか・さけ定第７号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第７号

函まぐろ・いか・さけ定第８号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第８号

函まぐろ・いか・さけ定第９号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第９号

函まぐろ・いか・さけ定第１０号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第１０号

函まぐろ・いか・さけ定第１１号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第１１号

函まぐろ・いか・さけ定第１２号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第１２号

函まぐろ・いか・さけ定第１３号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第１３号

函まぐろ・いか・さけ定第１４号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第１４号

函まぐろ・いか・さけ定第１５号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第１５号

函まぐろ・いか・さけ定第１６号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第１６号

函まぐろ・いか・さけ定第１７号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第１７号

函まぐろ・いか・さけ定第１８号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第１８号

函まぐろ・いか・さけ定第１９号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定
第１９号

函まぐろ・いか・ぶり・さけ定第１
号

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・ぶり・さけ
定置漁業

３月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ３月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・ぶり・さ
け定第１号

函まぐろ・いか・ぶり・さけ定第２
号

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・ぶり・さけ
定置漁業

３月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ３月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・ぶり・さ
け定第２号

函いか・ぶり・さけ定第１号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・ぶり・さけ定置漁
業

３月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ３月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函いか・ぶり・さけ定第
２号

函いか・ぶり・さけ定第２号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・ぶり・さけ定置漁
業

３月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ３月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函いか・ぶり・さけ定第
３号



函いか・ぶり・さけ定第３号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・ぶり・さけ定置漁
業

７月２２日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ７月２２日から７月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函いか・ぶり・さけ定第
４号

函いか・ぶり・さけ定第４号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・ぶり・さけ定置漁
業

７月２２日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ７月２２日から７月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函いか・ぶり・さけ定第
５号

函いか・さけ定第１号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・さけ定置漁業 ７月２２日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ７月２２日から７月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函いか・さけ定第１号

函いか・さけ定第２号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・さけ定置漁業 ７月２２日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ７月２２日から７月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函いか・さけ定第２号

函さけ定第１号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第１号

函さけ定第２号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第２号

函さけ定第３号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第３号

函さけ定第４号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第４号

函さけ定第５号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第５号

函さけ定第６号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第６号

函さけ定第７号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第９号

函さけ定第８号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第１０号

函さけ定第９号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第１１号

函さけ定第１０号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第１２号

函さけ定第１１号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第１３号

函さけ定第１２号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第１４号

函さけ定第１３号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第１５号

北斗さけ・いわし定第１号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３
号



北斗さけ・いわし定第２号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第４
号

北斗さけ・いわし定第３号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第５
号

北斗さけ・いわし定第４号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第６
号

北斗さけ・いわし定第５号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第７
号

北斗さけ・いわし定第６号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第８
号

北斗さけ・いわし定第７号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第９
号

北斗さけ・いわし定第８号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１
０号

北斗さけ・いわし定第９号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１
１号

北斗さけ・いわし定第１０号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１
２号

北斗さけ・いわし定第１１号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１
３号

北斗さけ・いわし定第１２号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１
４号

北斗さけ・いわし定第１３号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１
５号

北斗さけ・いわし定第１４号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１
６号

北斗さけ・いわし定第１５号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１
７号

北斗さけ・いわし定第１６号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１
８号

北斗さけ・いわし定第１７号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１
９号

北斗さけ・いわし定第１８号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２
０号

北斗さけ・いわし定第１９号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２
１号



北斗さけ・いわし定第２０号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２
２号

北斗さけ・いわし定第２１号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２
３号

北斗さけ・いわし定第２２号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２
４号

北斗さけ・いわし定第２３号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２
５号

北斗さけ・いわし定第２４号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２
６号

北斗さけ・いわし定第２５号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２
７号

北斗さけ・いわし定第２６号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２
８号

北斗さけ・いわし定第２７号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２
９号

北斗さけ・いわし定第２８号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３
０号

北斗さけ・いわし定第２９号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３
１号

北斗さけ・いわし定第３０号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３
２号

北斗さけ・いわし定第３１号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３
３号

北斗さけ・いわし定第３２号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３
４号

北斗さけ・いわし定第３３号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３
５号

北斗さけ・いわし定第３４号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３
６号

北斗さけ・いわし定第３５号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３
７号

北斗さけ・いわし定第３６号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３
８号

北斗さけ・いわし定第３７号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３
９号



北斗さけ・いわし定第３８号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第４
０号

木さけ・かれい定第１号 上磯郡木古内町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

木さけ・かれい定第１号

木さけ・かれい定第２号 上磯郡木古内町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

木さけ・かれい定第３号

木さけ・かれい定第３号 上磯郡木古内町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

木さけ・かれい定第５号

知さけ・かれい定第１号 上磯郡知内町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

知さけ・かれい定第３号

知さけ・かれい定第２号 上磯郡知内町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

知さけ・かれい定第４号

福さけ・かれい定第１号 松前郡福島町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

福さけ・かれい定第２号

福さけ・かれい定第２号 松前郡福島町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

福さけ・かれい定第４号

松ほっけ・かれい・さけ定第１号 松前郡松前町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 ほっけ・かれい・さけ定
置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

松ほっけ・かれい・さけ
定第１号

松さけ定第１号 松前郡松前町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２１日から１２月２５日までの間において、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

松さけ定第１号

松ほっけ・かれい・さけ定第２号 松前郡松前町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 ほっけ・かれい・さけ定
置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

松ほっけ・かれい・さけ
定第２号


